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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

まごころ
令和8年度版

春　日　市

春日市の介護保険と高齢者サービス

お
問
い
合
わ
せ

　介護施設等に入所し、施設の所在地に住所変更した場合は、入所前に居住していた市が保険者となり
ます。（住所地特例制度）
　このため、春日市から市外の住所地特例施設に入所した場合、引き続き、春日市の被保険者として要
介護認定や介護給付を受けることになります。

高齢課（6番窓口）での手続き持ってくるもの

申請者（届出者）の本人確認書類（マイナンバーカード等）
介護保険被保険者証（原本）

介護サービスが
必要なとき

●被保険者本人のマイナンバーが
　確認できるもの
　（医療保険の加入状況の確認ができない場合
は「資格確認書」等の提出ををお願いする場
合があります）
●主治医の医療機関名と氏名を控えたもの
　（申請書に主治医記入欄があります）

要介護（要支援）認定の新規申請をして
ください。
要介護認定中の方は、認定有効期間終
了日の60日前から更新申請できます。
窓口申請が難しい場合は、地域包括支援セン
ターに提出代行してもらうことができます。
お住まいの地区の担当地域包括支援セン
ター（P32参照）に連絡してください。

資格喪失の手続き（相続人代表者指定
の届）をしてください。
介護保険料の精算手続き（還付口座の
設定）をしてください。

要介護認定中の方は、受給資格証明書
を受け取り、14日以内に転出先の市町
村に提出してください。

●交付されたもの
　（介護保険負担割合証など）
●死亡された方のマイナンバーがわかるもの
●相続人代表者の口座を控えたもの
●戸籍謄本など相続人代表者と
　死亡された方の続柄がわかるもの
　（同世帯の場合は不要です）

●被保険者本人のマイナンバーが
　確認できるもの
●交付されたもの
　（介護保険負担割合証など）

死亡したとき

他の市町村へ
転出するとき

春日市役所　高齢課（6番窓口）
〒816-8501　春日市原町3丁目1番地5
☎092（584）1111　　　 FAX 092（584）3090

ウェブサイト https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/

春日市東地域包括支援センター（エフコープ生活協同組合）
〒816-0807　春日市宝町1丁目12番地7
☎092（404）0310　　　 FAX 092（404）0225

春日市南地域包括支援センター（社会福祉法人仁風会）
〒816-0841　春日市塚原台3丁目129番地
☎092（595）8188　　　 FAX 092（595）6069

春日市北地域包括支援センター（医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院）
〒816-0872　春日市桜ヶ丘4丁目23番地
☎092（589）6227　　　 FAX 092（589）6228

市外の介護施設等に入所し住所を変更した場合は？

共通

いつまでも　このまち
　この家で

いきいきと　暮らすために

パソコンやスマートフォンから春日市内
のサービス事業者が検索できます。
https://czpl.jp/kasuga_kaigoservice/
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介護保険制度のしくみ

みんなで支えあう制度です

　介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者となって介護保険料を納め、介護や
支援が必要となったときにサービスが利用できる、支えあいの制度です。みなさ
んの住む春日市が運営しています。

●介護報酬の
支払い

●利用者負担の
支払い

●介護保険の
　サービス提供

40歳以上の人（被保険者）
●介護保険料を納めます。
●サービスを利用するための認定の申
請をします。

●サービスを利用して、利用者負担を
支払います。

●介護保険制度を運営します。
●介護保険証等を交付します。
●要介護（要支援）認定を行
います。

●サービスの確保・整備をし
ます。

春日市（保険者）
●指定を受けた民間企業、
NPO法人、社会福祉法人、
医療法人などが、在宅サー
ビスや施設サービス、地域
密着型サービスなどを提供
します。

サービス事業者

地域包括支援
センター

介護予防や、地域の高齢者
の総合的な相談の拠点です。

支
援

連
　携

連
　携

●要介護（要支援）
認定

●介護保険証等の
交付

※厚生労働省の資料に基づいて作成していますが、内容については今後変更されることがあります。

相
談

も く じ
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介護保険制度のしくみ
　 　 ▼みんなで支えあう制度です

　 　 ▼介護保険の被保険者

　 　 ▼介護保険の保険証や介護保険負担割合証が交付されます

介護保険料

　 　 ▼介護保険料は大切な財源です

　 　 ▼ 40～64歳の人（第2号被保険者）の介護保険料

　 　 ▼ 65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料

　 　 ▼介護保険料についてのQ&A

サービスの利用のしかた

　 　 ▼申請から認定までの流れ

　 　 ▼サービス利用までの流れ

　 　 ▼認定についてのQ&A

利用者の負担

　 　 ▼費用の一部を負担します

利用できるサービス

　 　 ▼介護保険で利用できるサービス

介護予防・日常生活支援総合事業

　 　 ▼サービス・活動事業

　 　 ▼一般介護予防事業

地域包括支援センター

　 　 ▼地域包括支援センターを利用しましょう

介護保険以外のサービス

　 　 ▼高齢者福祉サービスなど

　 　 ▼権利擁護のためのサービス及び制度

　 　 ▼介護をしている人の相談

　 　 ▼若年性認知症に関する相談

　 　 ▼認知症について
　　 ▼筑紫医師会の「ものわすれ相談事業」
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●介護保険料の
納付

●要介護（要支援）
認定の申請
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介護保険制度のしくみ

介護保険の被保険者 介護保険の保険証や介護保険負担割合証が交付されます
介護保険制度のしくみ

　40歳以上の人は、春日市が運営する介護保険の被保険者です。
　被保険者は年齢により2種類に分かれ、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳
以上65歳未満の人は第2号被保険者となります。

54

介護保険のサービスを利用するつもりがないので、
介護保険に入らなくてもよいですか。
　介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。サービ
スを利用する、しないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が被
保険者となるので、手続きをしなくても自動的に介護保険に入ることになり
ます。外国籍の人も、短期滞在などを除き、介護保険の被保険者となります。

加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障がいを
起こす病気で、16疾病が指定されています。

サービスを利用できるのは

介護や支援が必要であると
認定された人

どんな病気やけががもとで介護が
必要になったかは問われません。

サービスを利用できるのは

特定疾病により介護や支援が
必要であると認定された人
特定疾病以外、例えば交通事故など
が原因で介護が必要となった場合は、
対象になりません。

特定疾病
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は
　股関節に著しい変形を
　伴う変形性関節症

のう けっ かん しっ かん

へい そく せい どうみゃくこう か しょう

へんともな けい せい かん せつしょう

まん せい へい そく せい はい しっ かん

しつ かんりょうそく せつ また

こ かん せつ へん けいいちじる

65歳以上の人は
第1号被保険者

40～64歳の人は
第2号被保険者

　
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底
　核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
　及び糖尿病性網膜症

せき ずいしょうのう へん せいしょう

しん こう せい かくじょうせい ま ひ だい のう ひ しつ き てい

かく へん せいしょうおよ びょう

せきちゅうかんきょうさくしょう

とうにょうびょうせい しん けいしょうがい とうにょうびょうせい じんしょう

とうおよ にょうびょうせい もう まくしょう

そう ろうしょう

た けい とう い しゅくしょう

(医師が一般に認められている医学的
知見に基づき回復の見込みがない状
態に至ったと判断したものに限る）

●がん

●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症

かん せつ

こうじゅうじん たい こっ か しょう

こっ せつ ともな こつ そ しょう

きん い しゅくせい そく さく こう か しょう

しょ ろう き にん ち しょう

とく てい しっ ぺい

※65歳以上の人で、交通事故など第三者
による不法行為により介護保険を利用
する場合は、届出が必要です。示談前
に市高齢課へ連絡してください。

介護保険の保険証

介護保険負担割合証

★要介護（要支援）認定の申請をするとき
★ケアプランの作成を依頼するとき
★サービスを利用するとき

こんなときに
必要です

こんなときに
必要です

★サービスを利用するとき

　一人に1枚、保険証（介護保険被保険者証）が交付されます。
■65歳に到達する前月に郵送します（手続は不要です。）。
■40～64歳の人は、介護保険の認定を受けた場合などに交付され
ます。

　介護保険で認定を受けた人などに、一人に1枚、介護保険負
担割合証が交付されます。サービスを利用したときに支払う利
用者負担の割合（1割、2割または3割）が記載されています。
●有効期間は1年間（8月～翌年7月）です。

■認定を受けた人や総合事業を利用する人に、毎年交付されます。
住所、氏名、生年月日に誤りがないか確認しましょう

住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう

など

！介護保険教えて

利用者負担の割合（1割、2割または3割）が記載されています
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介護保険料

介護保険料は大切な財源です
介護保険料

40～64歳の人（第2号被保険者）の介護保険料

　介護保険は、公費と、40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営してい
ます。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよ
う、保険料は忘れずに納めましょう。

　高齢化に伴い、介護保険給付費も年々、増大しています。
　介護保険制度では給付費が伸びると保険料も増える仕組みになっています。

　国民健康保険や職場の健康保険など、その人が加入している健康保険の保険料
算定方法に基づいて金額が決められ、健康保険の保険料とあわせて納めます。各
医療保険が徴収した介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括し
て集められ、そこから各市町村に配分されます。

76

介護保険の財源（利用者負担分は除く）
財源の約半分が保険料です

保険給付費の推移

国の負担金
25％

福岡県の
負担金
12.5％

春日市の
負担金
12.5％

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

（
原
則
と
し
て
費
用
の
１
割
、２
割
ま
た
は
3
割
で
す
）

国の負担金
20％

福岡県の
負担金
17.5％

春日市の
負担金
12.5％

保険料
50%

公費
50%

居宅給付費

65歳以上の人
（第1号被保険者）
の保険料
23％

40～64歳の人
（第2号被保険者）
の保険料
27％

保険料
50%

公費
50%

施設等給付費

65歳以上の人
（第1号被保険者）
の保険料
23％

＋
40～64歳の人
（第2号被保険者）
の保険料
27％

単位（億円）

45

50

55

60

70

65

令和6年度

69.8

令和4年度

65.2

令和5年度

67.2

国民健康保険に
加入している人

職場の健康保険に
加入している人

決め方 納め方

世帯に属している第
2号被保険者（40～
64歳の人）の人数や、
所得などによって決
まります。

同じ世帯の第2号被保
険者全員の医療分と
後期高齢者支援金分、
介護分、子ども・子育
て支援金分を合わせて、
世帯主が納めます。

健康保険組合、共済
組合など、加入して
いる医療保険の算定
方式に基づいて決ま
ります。

医療保険料と介護保
険料、子ども・子育て
支援金を合わせて、給
与から差し引かれます。
※40～64歳の被扶養者は個
別に保険料を納める必要は
ありません。
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介護保険料

65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料

保険料の決まり方

　65歳以上の人の介護保険料は、春日市の介護保険サービス事業にかかる費用な
どから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。
　あなたの保険料を確認してみましょう。

98

　基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる金額のことです。保険料は、本人
や世帯の課税状況や所得に応じて、段階的に決められています。

＝
×春日市で介護保険の給付に

かかる費用（3年間の総額）

春日市の65歳以上の人数（3年間の延べ人数）

65歳以上の人の
負担分（23％）

介護保険料は基準額をもとに決められます

●老齢福祉年金とは…
●合計所得金額とは…

明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給さ
れる年金です。
収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額のこ
とで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1～5段階の合計所得金額に給与所
得が含まれている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。なお、長期譲渡所得
及び短期譲渡所得に係る特別控除額のある場合は、合計所得金額から控除した額を用います。

基準額（年額）
71,400円

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

生活保護を
受給している

はい
いいえ

前年の合計所得金額は？

あなたに
市町村民税が
課税されている

前年の公的年金等収
入額＋合計所得金額
から公的年金等に係
る雑所得を控除した
額は？

前年の公的年金等収入額＋
合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した
額が82万6,500円以下

82万6,500円以下

82万6,500円超
120万円以下

120万円超

125万円未満

125万円以上210万円未満

210万円以上320万円未満

320万円以上420万円未満

420万円以上520万円未満

520万円以上620万円未満

620万円以上720万円未満

720万円以上

老齢福祉年金を
受給している

同じ世帯に
市町村民税を
課税されている

人がいる

スタート！

●「市町村民税非課税」は、減免により非課税となった場合を除きます。

第1号被保険者（65歳以上）の所得段階別保険料（令和8年度）

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

0.285

0.485

0.685

0.9

1

1.2

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.4

所得段階 区  分 対　象　者 保険料年額基準額に対する
保険料率

20,349円

34,629円

48,909円

64,260円

71,400円

85,680円

92,820円

107,100円

121,380円

135,660円

149,940円

164,220円

171,360円

生活保護受給者／老齢福祉年金受給者
「本人の公的年金等収入額」と「合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した額」の合計が82万6,500円以下
「本人の公的年金等収入額」と「合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した額」の合計が82万6,500円超120
万円以下
「本人の公的年金等収入額」と「合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した額」の合計が120万円超

「本人の公的年金等収入額」と「合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した額」の合計が82万6,500円以下

「本人の公的年金等収入額」と「合計所得金額から公的年金
等に係る雑所得を控除した額」の合計が82万6,500円超

本人の合計所得金額が125万円未満

本人の合計所得金額が125万円以上210万円未満

本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満

本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満

本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満

本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満

本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満

本人の合計所得金額が720万円以上

本
人
が
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
非
課
税

世
帯
課
税

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税

令和8年4月から 第1・第2段階、第4・第5段階を分ける基準となる金額が、82万6,500円に変わりました。

　令和8年度の65歳以上の人の介護保険料に限り、合計所得金額の算定および市町村
民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正の影響を遮断し、控除が従前
と同様となるよう調整します。これにより、令和8年度で税法上は市町村民税非課税
であっても、介護保険料の算定に限り市町村民税課税とみなす場合があります。

令和8年度の特例
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保険料の納め方

　介護保険料は前年の所得等にもとづいて決まりますが、前年の所得が確
定するのは6月以降となります。そのため、前年度から継続して特別徴収の
人は、4・6・8月は前年度２月分の保険料額をそのまま納めます（仮徴収）。
　10・12・2月は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額
を納めます（本徴収）。

　年金の定期支払いの際に、年金の受給額から介護保険料があらか
じめ差し引かれます。
※老齢福祉年金などは、特別徴収の対象となりません。

仮徴収 本徴収
6月
（2期）

8月
（3期）

4月
（1期）

12月
（5期）

2月
（6期）

10月
（4期）

　口座振替または春日市から送付される納付書で、期日までに金融機関やコンビニエ
ンスストアなどで納めます。
※納付書は、納期限から一定期間を経過すると、コンビニエンスストアではお使いいただけません。

年金から差し引き
（特別徴収）

老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金が
年額18万円以上の人

納付書または口座振替で納付
（普通徴収）

老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金が
年額18万円未満の人

口座振替が
便利です

インターネットで
簡単手続き！

●保険料の納入通知書　●預貯金通帳　●印鑑（通帳届け出印）

＊ゆうちょ銀行（郵便局）の場合は窓口備えつけの専用申込書で手続きをしてください。

これらを持って下記の金融機関・郵便局で手続きをしてください

取扱金融機関

利用できる金融機関

介護保険料

介護保険料についてのQ＆A

1110

次のような場合には、年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納めます。
●年度途中で65歳になった場合　
●他の市区町村から転入した場合
●年度途中で年金の受給が始まった場合　

●年金が一時差し止めになった場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階
が変更になった場合　　　　　　　　　　など

筑紫農業協同組合
福岡銀行
西日本シティ銀行
佐賀銀行

みずほ銀行
筑邦銀行
十八親和銀行

福岡中央銀行
福岡県信用組合
熊本銀行

佐賀共栄銀行
福岡信用金庫
ゆうちょ銀行（郵便局）＊

　口座振替の申込手続きが、スマートフォンやパソコンから
できます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

▲春日市
ウェブサイト

福岡銀行　西日本シティ銀行　佐賀銀行　　　筑邦銀行　　　十八親和銀行
楽天銀行　福岡県信用組合　　ゆうちょ銀行　佐賀共栄銀行　筑紫農業協同組合
熊本銀行　福岡中央銀行

介護保険料

春日市 介護サービスを利用していなくても、保険料を納めなくてはいけないのですか？

保険料を納めないとどうなりますか？

　納期限から1年以上納
めないでいると、保険
給付が償還払いとなり、
いったん全額を自己負
担しなければならなく
なります。

　納期限から1年6か
月以上納めないでい
ると、保険給付の一
部、または、全部が
一時的に差し止めら
れます。

　納期限から2年以上納
めないでいると、利用
者負担割合が引き上げ
られ、また、高額介護
サービス費も支給され
なくなります。

　一定の基準に該当し、資産な
どを活用してもなお、著しく支
払が困難な場合には、保険料が
減額されることがあります。お
早めにご相談ください。

　65歳になった月（65歳の誕生日
の前日がある月）から、第1号被保
険者として保険料を納めます。

10月2日生まれの人の場合

年齢が加算されるのは、法律上、
誕生日の前日です。そのため、
65歳の誕生日の前日がある月か
ら第1号被保険者になります。

65歳になる年度の保険料について65歳になる年度の保険料について

10月1日生まれ

9月分から

例

例

10月2日生まれ

10月分から

4月から65歳になる月の前月までの分は、「年
度末までの納期」に分けて、加入している医
療保険の保険料（介護分保険料）から納めます。

65歳になった月から年度末までの分は、「年
度末までの納期」に分けて、「介護保険料」
として納付書で納めます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

64歳の介護分保険料（医療保険料） 65歳の介護保険料

65歳になる年度

64歳 65歳

介護保険料

医療保険料
介護分

介護保険料

65歳

二重払いでは
ありません！

65歳からは、医療保険で納め
ていた介護分の保険料を、単
独の介護保険料として納めま
す。左表の　　　の部分を年
度末までの納期に分けて納め
ますので、それぞれ納期は重
なりますが、二重払いになっ
ているわけではありません。

子ども・子育て支援金分
医療分、後期高齢者支援金分

保険料を納め始めるのは保険料を納め始めるのは

夫婦の場合、2人分の保険料を納めるのですか？

　保険料を納期限までに納付されないときには、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また、
滞納期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。保険料は納期限までに納めてください。

保険料基準額は、どのようにして決まるのですか?
　令和6年度からの3年間に必要な保険給付費（介護給付・予防給付）や地域支援事業費（介護予防事業費など）
のうち、第1号被保険者（65歳以上の人）が負担する部分（23%）を、負担割合で補正した第1号被保険者数
（3年間の延べ人数）で割ることによって、保険料基準額を算出します。（P9参照）
　保険料基準額は、3年ごとに見直しを行います。

　介護保険制度は法律に基づき、被保険者のみなさんに保険料を負担していただく制度です。
　介護が必要な人を支え、自分や家族に介護が必要になったら支えてもらう、介護保険は社会全体の支えあいの
制度ですので、みなさんのご協力をお願いします。

　介護保険では、65歳以上の人が第1号被保険者となります。そのため、国民健康保険のように世帯主のみが負
担するということではなく、夫婦2人とも65歳以上であれば、それぞれに保険料を負担していただくことになり
ます。保険料は課税年金収入、合計所得、本人及び同一世帯の人の市町村民税課税状況等により決められるため、
夫婦で保険料が異なることがあります。
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サービスの利用のしかた

申請から認定までの流れ

審査・判定します3
　コンピュータ判定（一次判定）の結果と、認定調査票（特記事項）、主治医の意見書をもとに介護
認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分等を判定（二次判定）します。

　主治医による心身の状況につ
いての意見書です。

主治医の意見書
　公平に判定するため、認定調
査の結果は全国共通のコン
ピュータソフトで処理されます。

コンピュータ判定（一次判定）

　調査項目で把握できない介護
の手間などが記入されます。

特記事項

　医療、保健、福祉の専門家で構成された筑紫地区介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分等が決め
られます。

介護認定審査会が審査・判定（二次判定）

認定調査が行われます2
　申請により、介護が必要な状態かどうか調査が行わ
れます。また、同時に心身の状況について主治医に意
見書を作成してもらいます。

主な調査項目

●麻痺などの有無
●拘縮の有無
●寝返り
●起き上がり
●座位保持
●両足での立位保持

●歩行
●移乗
●移動
●立ち上がり
●片足での立位
●洗身
●えん下

●食事摂取
●排尿
●排便
●清潔
●衣服着脱
●薬の内服
●金銭の管理

●日常の意思決定
●視力
●聴力
●意思の伝達
●記憶・理解
●ひどい物忘れ
●大声を出す

●過去14日間に受けた
医療

●日常生活自立度
●外出頻度

概況調査

特記事項

基本調査

こうしゅく

ま ひ

　春日市の職員などが自宅などを訪問し、心身
の状況などの基本調査、概況調査、特記事項に
ついて本人や家族から聞き取り調査などを行い
ます（全国共通の調査票が使われます）。

認定調査

春日市の依頼により本人の主治医（P16）に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医意見書

相談して申請する1
　介護が必要（日常生活に不安がある）と感じたときは、まず地域包括支援センターや市高齢課へご
相談ください。介護サービスを必要とする人は、市高齢課に「要介護（要支援）認定」の申請をします。
申請は、地域包括支援センター（P32）や居宅介護支援事業者（P15）が代行することもできます。

持ってくるもの
●介護保険被保険者証（原本）
●被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの
●主治医の医療機関名と氏名を控えたもの

●本人以外が申請するときは、申請する人の本人確認書類
　（マイナンバーカード等）

　認定には有効期間があります。ケアマネジャーは必要に応じてケアプラン
の評価や見直しを行います。引き続きサービスの利用を希望する場合には、
有効期間満了前に市高齢課に更新の申請をしてください。

更新

サービスを利用します6
　サービス事業者と利用の契約をし、ケアプランにもとづいてサービス
を利用します。サービスの利用者負担は原則として費用の1割、2割また
は3割です。

P22へ

ケアプランを作成します5
　要介護1～5と認定された人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー
（P15）と相談して、どのようなサービスをどのくらい利用するかとい
う介護サービス計画（ケアプラン）を作成します。
　要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターまたは介護予防支
援の指定を受けた居宅介護支援事業者の職員と相談し、介護予防サービ
ス計画（予防ケアプラン）を作成します。

P14～15へ

日常生活に部分的な介護が必要

日常生活に支援は必要だが、それに
よって介護予防できる可能性が高い

ほぼ自立した生活ができるが、介護
予防のための支援や改善が必要

自立した生活ができ、今のところ介
護や支援を必要としていない

排せつや入浴などの一部または全部に
介護が必要

日常生活全般に動作能力が低下してお
り、介護なしでの生活は困難

歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、
ほぼ全面的な介護が必要

非該当

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

要介護
状態区分等 状態のめやす

　認定結果の通知は、原則として申請日から30
日以内に春日市から送付されます。
　介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「非
該当」「要支援1・2」「要介護1～5」の区分に認
定されます。結果が記載された認定結果通知書と
保険証が届きますので、それぞれ記載されている
内容を確認しましょう。

■認定結果通知書に書かれていること
あなたの要介護状態区分等、その理由、認定の有効
期間など

■保険証に記載されていること
要介護状態区分等、認定の有効期間、支給限度額、
認定審査会の意見など、給付制限、居宅介護支援事
業者名・事業所名など

認定結果が通知されます4

生活全般に介護が必要で、介護なしで
は日常生活がほぼ不可能

要介護状態区分等※状態の説明は、あくまでめやすです。
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サービスの利用のしかた

サービス利用までの流れ

　介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。なお、ケアプラ
ンは利用者の状況に合わせて随時見直しができます。

要
介
護
１
〜
５
の
人

在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

施
設
入
所
し
て

利
用

住
ん
で
い
る
地
区
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
P
32
）

ま
た
は
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
へ
連
絡

要
支
援
１
・
２
の
人

自
立（
非
該
当
）

の
人

介護保険施設と契約

居宅介護支援事業所を選び契約

サービス事業者と契約
　入所を希望する施設サービス事
業者に直接申し込んで契約します。

　施設のケアマネジャーが利用者
や家族と話し合って課題を分析し、
ケアプランの原案を作成します。

ケアプランの作成
　サービスの種類や回数を決定し、
ケアプランを作成してもらいます。

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者※と契約

ケアマネジャーによる
アセスメント
　利用者の心身の状態や環境、生活
歴などを把握し、課題を分析します。

サービス担当者との話し合い
　本人の力を引き出せるような
サービスを、利用者・家族とサー
ビス担当者を含めて検討します。

ケアプランの作成
　サービスの種類や回数を決定し、
ケアプランを作成してもらいます。

ケアマネジャーによる
アセスメント
　利用者の心身の状態や環境、生活
歴などを把握し、課題を分析します。

サービス担当者との話し合い
　本人の力を引き出せるような
サービスを、利用者・家族とサー
ビス担当者を含めて検討します。

●看護小規模多機能型居宅介護
●小規模多機能型居宅介護 を利用する人は直接事業所にご相談ください。

小規模多機能型居宅介護を利用する人は直接事業所にご相談ください。

ケアプランの作成
　サービスの種類や回数を決定し、
ケアプランを作成してもらいます。

一般介護予防事業を利用

施設サービスを利用

在宅サービスなどを利用

P22

P22

P30

P31

※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

介護予防・日常生活支援
総合事業を利用

介護予防サービスを利用

P27

※市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者にも介護予防ケアプラン
の作成を依頼できます。ただし、サービス・活動事業のみ利用の場合は地域包括支援セン
ターに依頼します。

　ケアマネジャーが在籍する事業者で、ケアプラン作成の窓口、要介護（要支援）
認定申請の代行、サービス事業者との連絡・調整を行います。
※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。

◉居宅介護支援事業者とは？

●利用者や家族の相談に応じ、アドバイスします。
●利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
●サービス事業者との連絡や調整をします。
●施設入所を希望する人に施設を紹介します。

◉ケアマネジャーとは？
　介護の知識を幅広く持った専門家
です。
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サービスの利用のしかた

認定についてのQ＆A

●事業者を選ぶときに確認しておきましょう●
□ あなたが利用したいときに、利用できますか（日曜日や連休、年末年始など）。
□ あなたの希望を反映してもらえますか。
□ 介護保険が使えるサービスと使えないサービスがはっきりとわかりますか。
□ 利用料と支払い方法は、わかりやすいですか。
□ 苦情や相談、意見を受け付ける担当者は誰かはっきりしていますか。
□ 緊急時の対応は、はっきりしていますか。また、まかせてよいと思いますか。
□ 事故が起こったときの対応や補償に納得できますか。

　サービスの利用を開始してからも、内容に納得できないときなどは、事業者を変えることができます。
疑問に思うことや困ったことがあれば、市や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどに相談して
ください。

認定の申請には何が必要ですか？

　有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなったと思われる
場合には、区分変更の申請をしてください。なお、申請の手続は新規、更新の場合と同様です。

要介護・要支援認定の有効期間内に心身の状態が悪化したら
どうしたらよいのでしょうか？

　調査には、家族など本人の状態をよく知った人が立ち会ったほうがよいでしょう。原則とし
て質問には本人が答えることになっていますが、認知症等があり答えられない場合は、立会人
が正確な状況を伝える必要があります。

認定調査には本人以外の人の立ち会いが必要ですか？

　介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師な
ど、本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。

主治医とはどんなお医者さんのことですか？

　認定の有効期間は、原則として新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月（心身の状態
に応じ新規は12か月まで、更新は48か月まで）です。
※月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間＋有効期間です。なお、認定の効力発生日
は認定申請日になります（更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日）。
　引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間
に、市高齢課で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、あらためて、調査・審査、
認定が行われます。
　身体の状態が変わったときは「区分変更」の申請をして、新たな要介護度の認定を受けるこ
とができます。

認定に有効期間はあるのですか？

　認定の結果に疑問や納得できない点がある場合は、まず市高齢課の窓口にご相談ください。
その上でなお納得できない場合は、福岡県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求が
できます。

認定結果に不服があるときは、どうすればよいですか。

■認定の有効期間と更新の時期　※月の途中で申請した場合

更新認定の
有効期間

初回認定の有効期間
（4月末まで ＋ 5月～翌年4月の12か月の場合）

初回有効期間満了日

▼認定の申請日
5　月4　月 6　月 7　月 5　月 6　月 7　月8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月 4　月

更新認定の申請▼

　介護保険は、利用者がサービスの種類やその提供事業者を自ら選択するしくみで、その選択
が満足度に直結します。ですから、必要なサービスを十分に吟味することと、よりよい事業者
を選ぶために事業者情報を参考にすることはもちろん、地域の評判を聞いたり、施設を見学す
ることで自ら情報収集することはとても大切です。また、実際に契約するにあたっては、サー
ビスの内容について十分確認しておくことが大切です。
　ここでは、事業者を選ぶ際に事業者が提示する義務のある重要事項説明書や説明を受ける時
にチェックしておきたい主な項目をご紹介します。

上手な事業者の選び方

●❶ 介護保険被保険者証（原本）
●❷ 被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの（医療保険の加入状況の確認をします）
 ※加入状況が確認できなかった場合は「資格確認書」等の提出をお願いする場合があります。

●❸ 主治医の医療機関名と氏名を控えたもの（申請書に主治医記入欄があります）

　❶～❸を準備して、市高齢課（6番窓口）にお越しいただき、要介護・要支援認定申請書に記入
して提出してください。
　窓口申請が難しい場合は、地域包括支援センターに提出代行してもらうことができます。地域
包括支援センター（P32参照）に連絡してください。
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利用者の負担

費用の一部を負担します
　ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担の割合分
（1割、2割または3割）を利用者が事業者に支払います。（残りは介護保険から給付されます。）

※上記の支給限度額は、利用するサービスの種類、事業所の所
在地などに応じて、増額されることがあります。

要介護状態区分等
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

1か月の支給限度額
50,320 円
105,310 円
167,650 円
197,050 円
270,480 円
309,380 円
362,170 円

◆支給限度額（めやす）

支給限度額が適用されないサービス

要支援1・2の人 要介護1～5の人

　介護保険では、要介護状態区分等に応じ
て利用できる上限額（支給限度額）が決め
られています。上限額の範囲内でサービス
を利用するときは、利用者負担は1割、2
割または3割ですが、上限を超えてサービ
スを利用した場合には、超えた分は全額利
用者の負担となります。

在宅サービスの費用

●介護予防支援
●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防特定施設入居者生活介護
　（短期利用を除く）
●介護予防認知症対応型共同生活介護
　（短期利用を除く）
●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給

●居宅介護支援
●居宅療養管理指導
●特定施設入居者生活介護（短期利用を除く）
●認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）
●地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用を除く）
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●特定福祉用具販売
●住宅改修費支給　

　介護保険施設に入所した場合は、下の❶～❹が利用者の負担となります。

　短期入所生活介護と短期入所療養介護の滞在費等・食費、通所介護と通所リハビリテーショ
ンの食費も全額利用者の負担です。

　低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請
により、居住費等と食費の一定額以上は保険給付されま
す。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準
費用額との差額分は介護保険から給付されます（特定入
所者介護サービス費）。

●低所得（市町村民税非課税世帯）の人は居住費等と食費が軽減されます

❶サービス費用の
　1割、2割または
　3割

❷居住費等 ❸食費 ❹日常生活費

＋ ＋ ＋

施設サービスの費用

ただし、次の❶❷のいずれかに該当する場合は特定入所者介護サービス費は利用できません。
❶ 市町村民税非課税世帯でも、住所が異なる配偶者が市町村民税課税である場合
❷ 預貯金等が下記の金額を超える場合
・第1段階：預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合　・第3段階①：預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第2段階：預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合　・第3段階②：預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

※1　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所
得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を上限に控除した金額を用います。
また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※2　合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得か
ら10万円を上限に控除した金額を用います。

利用者負担の割合 対象となる人

3割に該当しない人で、以下の❶❷の両方に該当する場合
　❶本人の合計所得金額※1が160万円以上
　❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、
　　単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

上記以外の人
（※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担。）

以下の❶❷の両方に該当する場合
　❶本人の合計所得金額※1が220万円以上
　❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、
　　単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

3割

2割

1割

◆負担限度額（1日当たり）

437円
（697円）

1,445円
【1,545円】

430円

0円

430円

1,728円

550円

550円

1,370円

1,370円
【1,470円】

1,231円

480円

380円

880円

880円
【980円】

390円

300円

650円
【680円】

1,360円
【1,420円】

600円

300円

1,000円
【1,030円】

1,300円
【1,360円】

利用者負担段階

2,066円

880円

880円

1,370円

1,370円
【1,470円】

ユニット型
個室

1,728円

550円

550円

1,370円

1,370円
【1,470円】

ユニット型
個室的多床室

従来型個室
①

特養等
②

老健・医療院等

多床室 施設
サービス

短期入所
サービス

食費の負担限度額居住費等の負担限度額

世帯全員が市町村民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者

世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の合計所得金額＊＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額が
80万9,000円以下の人

世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の合計所得金額＊＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額が
80万9,000円超120万円以下の人

世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の合計所得金額＊＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額が
120万円超の人

第1
段階

第2
段階

第3
段階
①

第3
段階
②

一般
基準
費用額

第1段階から
第3段階以外の人

①
特養等

②
老健・医療院等

915円

※①は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。②は介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合。
＊収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等
に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。
また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

430円

【　　　　】430円
（530円）

430円
【530円】

令和8年8月から 下線部の金額が82万6,500円に変わります。また、一部の居住費等・食費が【　】内の金額に変わります。
　●基準費用額及び第3段階②の多床室②について

　「療養型」「その他型」の介護老人保健施設及び「Ⅱ型」の介護医療院（いずれも8㎡／人以上に限る。短期入所療養介護も含む）を利用した場合は（　）内
の金額となります。
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●高額介護サービス費（介護保険の利用者負担が高額になったとき）
　同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世
帯合計額）が下表の上限額を超えたときは、超えた分が申請により「高額介護サービス費」とし
て後から支給されます。
　なお、同じ月に同じ世帯内に総合事業のサービス・活動事業（まごころ訪問事業を除く）を利
用した人がいる場合、高額介護サービス費の支給を算定した後、なお残る保険給付の自己負担額
と総合事業の自己負担額の合計額が、下表の上限額を超えたときに、超えた分が申請により「高
額介護予防サービス費相当事業費」として後から支給されます。

●高額医療合算介護サービス費（介護保険と医療保険の利用者負担が高額に
なったとき）
　介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算する
ことができます（高額医療・高額介護合算制度）。
　介護保険と医療保険のそれぞれ月の上限額（P20）を適用後、年間（8月
～翌年7月）の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、超え
た分が申請により後から支給されます。

　負担が高額になったとき（在宅サービス、施設サービス両方）

その他の利用者負担の軽減制度

◆高額医療・高額介護合算制度の負担限度額＜年額／ 8月～翌年7月＞

利用者の負担利用者の負担

70歳未満の人が
いる世帯

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

600万円超
901万円以下
210万円超
600万円以下

市町村民税
非課税世帯

210万円以下

901万円超

70～74歳の人が
いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯所得区分

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ※

課税所得
690万円以上
課税所得
380万円以上
課税所得
145万円以上

所得

（　　　　　　）基礎控除後の
総所得金額等

※1  所得金額から扶養控除や医療費控除などの所得控除をした後の金額です。
※2 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする

前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含ま
れている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額
がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

●市高齢課に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

　特に生計が困難な低所得者※1が社会福祉法人※2による介護サービスを利用した場合、社会福祉法人は原則と
して利用者負担額の4分の1程度を軽減できます。軽減の対象となる介護サービスは、特別養護老人ホームでの
サービス、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプサービスなどです。
※1　市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者などです。
※2　軽減の申し出をしている社会福祉法人に限ります。

社会福祉法人による利用者負担の軽減

　介護保険サービスを利用している方のうち、低所得者※を対象に、利用者負担額の一部を助成します。
※収入、生活費、財産等を記載した書類の提出が必要となります。詳しい条件は市高齢課にお問い合わせください。

利用者負担額助成金の交付

具体的な方法
①市に事前に軽減認定の申請をしてください。　
②市は要件を確認し、確認証を交付します。
③社会福祉法人による介護サービスを利用する時に確認証を社会福祉法人に提示します。
④社会福祉法人は確認証にもとづき利用者負担を軽減します。

具体的な方法
①市に助成対象の確認申請をします。
②市は要件を確認し、通知書を交付します。
③市にサービス利用の領収書を添えて助成金の交付申請をします。
④市は助成金の交付を決定し、交付決定の通知後1か月以内に助成金を交付します。

◆利用者負担の上限（1か月）
利用者負担段階区分 上限額（月額）

世帯

世帯

世帯

140,100円

93,000円

44,400円

世帯 24,600円

世帯 15,000円
個人 15,000円

個人 15,000円

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

●同じ世帯に課税所得※1 690万円以上の65歳以上の人がいる人

●同じ世帯に課税所得※1 380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる人

●同じ世帯に市町村民税課税の人がいる人（ただし、上記の区分を除く。）

●世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額※2および課税年金収入額の合計が
80万9,000円超の人 ※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表通りの算定基

準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
●所得区分について、詳しくは期間中に加入していた医療保険者にお問い合わせください。
●支給対象となる人は期間中に加入していた医療保険者へ申請が必要です。

総合事業のサービス・活動事業（30ページ）を利用した場合についても一部が対象となります。

令和8年8月から 下線部の金額が82万6,500円に変わります。

●合計所得金額※2および課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の人
●老齢福祉年金の受給者
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要介護1～5の人 要支援1・2の人

　ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食
事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗
濯などの生活援助が受けられます。通院などを
目的とした乗降介助も利用できます。

●訪問を受けて利用する

◆利用者負担のめやす

◎身体介護（20分以上30分未満の場合）
261 円

◎生活援助（20分以上45分未満の場合）
192 円

※早朝、夜間、深夜などは加算があります。

◎通院のための乗車または降車の介助
　（1回につき） 104 円
※移送にかかる費用は別途負担が必要です。

　介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅
を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴
介護が受けられます。

◆利用者負担のめやす（1回につき）

1,355 円

◆利用者負担のめやす（1回につき）

916 円

　疾病などの特別な理由がある場合に、介護職
員と看護職員に居宅を訪問してもらい、入浴の
支援が受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

　理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅
を訪問してもらい、リハビリテーションが受け
られます。

 理学療法士や作業療
法士、言語聴覚士に居
宅を訪問してもらい、
介護予防を目的とした
リハビリテーションが
受けられます。

＊20分間リハビリテーションを行った場合

◆利用者負担のめやす（1回につき＊）

325 円

＊20分間リハビリテーションを行った場合

◆利用者負担のめやす（1回につき＊）

315 円

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

◆利用者負担のめやす

◎訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）
　 504 円

◎病院または診療所からの場合（30分未満の場合）
427 円

　疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅
を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助
が受けられます。

　疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅
を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養
上の世話や診療の補助が受けられます。

訪問看護 介護予防訪問看護

◆利用者負担のめやす

◎医師による指導の場合（1か月に2回まで）
515 円

　医師、歯科医師、
薬剤師、管理栄養士
などに居宅を訪問し
てもらい、療養上の
管理や指導が受けら
れます。

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに
居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした
療養上の管理や指導が受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎医師による指導の場合（1か月に2回まで）
515 円

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

利用できるサービス

在宅サービス

◆利用者負担のめやす

◎訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）
　

◎病院または診療所からの場合（30分未満の場合）

483 円

409円

　利用者負担は、地域区分を加味して、サービスにかかる基本的な費用の1割※をめやすとして
計算しています。 ※所得により2割または3割になる場合があります。

　介護予防・日常生活支援総合事業で
「訪問型サービス」として提供されてい
ます。

P30

★サービスの内容により様々な加算があるため、実際の負担額が変わる場合があります。
★施設を利用したサービスの場合、食費・滞在費・日常生活費などは別途負担が必要です。

介護保険で利用できるサービス
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要介護1～5の人 要支援1・2の人

◆利用者負担について

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

 通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの
日常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで
受けられます。

　介護老人保健施設や医療施設などで、食
事・入浴・排せつなどの介護や、生活行為向
上のためのリハビリテーションが日帰りで受
けられます。

　介護老人保健施設や医療施設などで、食事・
入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、リハ
ビリテーションが日帰りで受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎通常規模の事業所の場合
　（7時間以上8時間未満の場合）

※送迎を含む

◆利用者負担のめやす

◎通常規模の事業所の場合
　（7時間以上8時間未満の場合）

要介護 1／　688円
要介護 2／　812円
要介護 3／　941円
要介護 4／ 1,069 円
要介護 5／ 1,200 円

※送迎を含む

※送迎、入浴を含む

◆利用者負担のめやす（月単位の定額）
（1か月につき）

要支援1／2,393円
要支援2／4,461円

●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更　●手すりの取り付け　
●段差の解消　●引き戸などへの扉の取り替え　●洋式便器などへの便器の取り替え　
※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

　福祉用具のうち、介護予防に役立つものにつ
いて貸与が受けられます。

 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸
与が受けられます。

◆利用者負担について

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア） 介護予防通所リハビリテーション

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

◆利用者負担について

　下記の福祉用具を購入したとき、購入費が支
給されます。

　下記の福祉用具のうち介護予防に役立つ用具
を購入したとき、購入費が支給されます。

◆利用者負担について

■都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、購入の際は相談しましょう。

特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給） 特定介護予防福祉用具販売

◆利用者負担について◆利用者負担について

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修
をしたとき、住宅改修費が支給されます。

 介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段差解消など
の住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。

住宅改修費支給 介護予防住宅改修費支給

利用できるサービス 利用できるサービス

●通所して利用する ●居宅での暮らしを支える

事前に申請が必要です。 事前に申請が必要です。

申請が必要です。 申請が必要です。

　介護予防・日常生活支援総合事業で
「通所型サービス」として提供されてい
ます。

P30

同年度で10万円を上限に費用の9割、8割または7割が支給され、利用者は1割、2割または3割を負担します。

20万円を上限に費用の9割、8割または7割が支給され、利用者は1割、2割または3割を負担します。

●腰掛便座　●入浴補助用具　●自動排泄処理装置の交換可能部品　●簡易浴槽　●移動用リフトのつり具
●排泄予測支援機器　★スロープ（固定用スロープ）　★歩行器（歩行車を除く）　
★歩行補助つえ（松葉杖を除く単点杖と多点杖）
★印の福祉用具は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者が利用方法（貸与または購入）を選択できます。

自動排泄処理装置
要介護4・5

車いす（付属品含む）、特殊寝台（付属品含む）、
床ずれ防止用具、体位変換器、
認知症老人徘徊感知機器、
移動用リフト（つり具を除く）

要介護2・3

手すり（工事をともなわないもの）、
スロープ（工事をともなわないもの）★、
歩行器★、歩行補助つえ★

要支援1・2および要介護1

〈要介護状態区分ごとの利用できる品目（原則）〉※対象者の身体状況により例外もあります。

★印の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器（歩行車は除く）、単点杖（松葉杖は除く）、多点杖は、福祉用具
専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者が利用方法（貸与または購入）を選択できます。

要介護1／ 804円
要介護2／ 953円
要介護3／1,104円
要介護4／1,282円
要介護5／1,455円
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利用できるサービス 利用できるサービス

●短期間入所する

●在宅に近い暮らしをする

要介護1～5の人
要介護1～5の人 要支援1・2の人

　介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入
所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受
けられます。
◆利用者負担のめやす（1日につき）

◎介護老人福祉施設（併設型・多床室の場合）
要介護 1／ 637円
要介護 2／ 709円
要介護 3／ 786円
要介護 4／ 860円
要介護 5／ 933円

要介護 1／ 567円
要介護 2／ 637円
要介護 3／ 710円
要介護 4／ 778円
要介護 5／ 850円

◎介護老人保健施設（多床室の場合）

〈短期入所生活介護〉

〈短期入所療養介護〉

要介護 1／　868円
要介護 2／　920円
要介護 3／　987円
要介護 4／1,042 円
要介護 5／1,100 円

◆利用者負担のめやす（1日につき）

◎介護老人福祉施設（併設型・多床室の場合）
要支援 1／ 476円
要支援 2／ 592円

◎介護老人保健施設（多床室の場合）
要支援 1／ 641円
要支援 2／ 809円

〈介護予防短期入所生活介護〉

〈介護予防短期入所療養介護〉

　介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入
所して、介護予防を目的とした日常生活上の支
援や機能訓練などが受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

　有料老人ホームなどに入居している人が、日
常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

◆利用者負担のめやす（1日につき）

　有料老人ホームなどに入居している人が、介
護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓
練などが受けられます。

◆利用者負担のめやす（1日につき）

要支援 1／ 192円
要支援 2／ 327円

短期入所生活介護／
短期入所療養介護（ショートステイ）

介護予防短期入所生活介護／
介護予防短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護

施設サービス（要支援1・2の人は利用できません）

従来型個室…ユニットを構成しない個室　　　多床室…ユニットを構成しない相部屋　
ユニット型個室…壁が天井まであり、完全に仕切られている個室
ユニット型個室的多床室…壁が天井までなく、すき間がある部屋
※ユニットとは、少数の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室によって一体的に構成される場所のことです。

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の
支援や介護が受けられます。

◆利用者負担のめやす（30日）

従来型個室

18,466 円
20,660 円
22,949 円
25,143 円
27,306 円

多床室

18,466 円
20,660 円
22,949 円
25,143 円
27,306 円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

21,005 円
23,199 円
25,551 円
27,777 円
29,940 円

要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

原則として要介護3以上の人です。

介護老人保健施設
（老人保健施設）

　状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーション
や介護が受けられます。

◆利用者負担のめやす（30日）

従来型個室

22,478 円
23,920 円
25,958 円
27,682 円
29,219 円

多床室

24,861 円
26,428 円
28,466 円
30,128 円
31,727 円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

25,143 円
26,585 円
28,623 円
30,347 円
31,915 円

要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

　生活の場としての役割もある長期の療養を必要とする人のための施
設で、医療・看護・介護などが受けられます。

介護医療院

◆利用者負担のめやす（30日）

従来型個室

22,604 円
26,084 円
33,545 円
36,743 円
39,595 円

多床室

26,115 円
29,563 円
37,056 円
40,222 円
43,107 円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

26,648 円
30,096 円
37,589 円
40,755 円
43,640 円

要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5
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利用できるサービス 利用できるサービス

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人（要支援1・2の人は利用できません）地域密着型サービス（原則として他の市区町村のサービスは利用できません。）

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
　通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問
や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービ
スが受けられます。

　通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問
や短期間の宿泊を組み合わせ、介護予防を目的
とした多機能なサービスが受けられます。

要介護 4／ 26,035 円
要介護 5／ 28,706 円

要介護 1／ 11,034 円
要介護 2／ 16,216 円
要介護 3／ 23,589 円

◆利用者負担のめやす（1か月につき） ◆利用者負担のめやす（1か月につき）

要支援 1／ 3,640 円    要支援 2／ 7,356 円

要支援 1／ 909円    要支援 2／ 1,014 円
要介護 1／ 1,049 円
要介護 2／ 1,163 円
要介護 3／ 1,277 円

（7時間以上 8時間未満の場合） （7時間以上 8時間未満の場合）
要介護 4／ 1,392 円
要介護 5／ 1,506 円

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護
　認知症の人が、食事・入浴などの介護や機能
訓練などを日帰りで受けられます。

　認知症の人が、食事・入浴などの日常生活上
の支援や機能訓練などを日帰りで受けられます。

◆利用者負担のめやす（1日につき） ◆利用者負担のめやす（1日につき）

地域密着型特定施設入居者生活介護
　定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施
設で、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常
生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

要介護 4／ 784円
要介護 5／ 857円

要介護 1／ 571円
要介護 2／ 642円
要介護 3／ 716円

◆利用者負担のめやす（1日につき）

要介護 4／ 29,294 円
要介護 5／ 33,136 円

要介護 1／ 13,132 円
要介護 2／ 18,373 円
要介護 3／ 25,828 円

◆利用者負担のめやす（1か月につき）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 介護予防認知症対応型共同生活介護
　認知症の人が共同生活する住居で、日常生活
上の支援や機能訓練などが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。

　認知症の人が共同生活する住居で、食事・入
浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

要介護 4／ 879円
要介護 5／ 898円

要介護 1／ 800円
要介護 2／ 837円
要介護 3／ 861円

◆利用者負担のめやす（1日につき）
◆利用者負担のめやす（1日につき）

要支援 2／ 796円

夜間対応型訪問介護
　定期巡回または通報による夜間専用の訪問介
護が受けられます。

◆利用者負担のめやす
◎基本夜間対応型訪問介護費
　（1か月につき） 1,059 円
◎定期巡回サービス（1回） 398 円
◎随時訪問サービス（1回） 607 円

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
　定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設
で、介護や機能訓練などが受けられます。

◆利用者負担のめやす（1日につき）

（ユニット型個室の場合）
要介護 4／　942円
要介護 5／ 1,015 円

要介護 1／ 713円
要介護 2／ 787円
要介護 3／ 866円

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合
わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介
護や医療・看護のケアが受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護

◎ユニット数 1の場合
◎ユニット数 1の場合

◆利用者負担のめやす（1か月につき）

要介護 4／ 21,847 円
要介護 5／ 26,421 円

要介護 1／　5,828 円
要介護 2／ 10,401 円
要介護 3／ 17,270 円

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
　日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の
通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せ
つ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の
対応などが受けられます。

◎一体型・訪問看護サービスを行わない場合

要介護 4／ 24,993 円
要介護 5／ 30,279 円

要介護 1／　8,503 円
要介護 2／ 13,282 円
要介護 3／ 20,275 円

◎一体型・訪問看護サービスを行う場合

※本市では実施していません。

※本市では実施していません。※本市では実施していません。

※本市では実施していません。

原則として要介護3以上の人です。

要介護 4／ 1,225 円
要介護 5／ 1,371 円

要介護 1／　787円
要介護 2／　930円
要介護 3／ 1,079 円

◆利用者負担のめやす

　定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、
日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

地域密着型通所介護
（7時間以上8時間未満の場合）

　高齢者福祉サービスの「あんしんコー
ル事業」の「おたすけコール」のサービ
スを利用できます。
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　介護予防・日常生活支援総合事業では、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生
活支援のサービスが利用できます。この事業で利用できるサービスには大きく分けて
サービス・活動事業と一般介護予防事業があります。

　これからも自分らしくいきいきと生活するために、元気なうちから介護予防をはじめま
しょう。　

サービス・活動事業

一般介護予防事業

一般介護予防事業
　介護予防を目的とした事業です。詳しくは、31ページへ。

サービス・活動事業
　要支援1・2の認定を受けた人、基本チェックリストなどの
判定によりサービス・活動事業の利用が必要と判断される人が
対象です。

介護予防・日常生活支援総合事業

対象者
以下の●❶●❷のいずれかに該当する人
●❶要支援認定を受けた人
●❷基本チェックリストなどにより事業対象者となった人（要支援に相当する人）

❶介護予防訪問サービス
　ホームヘルパーが訪問し、生活援助（買い物、
調理、洗濯、掃除等）、身体介護（食事や入浴の
介助）を利用者とともに行います。

❶介護予防通所サービス
　通所介護施設（デイサービスセンター）で、食
事のサービスや生活機能の維持向上のための体操
や筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます。

❷生活支援型予防通所事業
　通所介護施設（デイサービスセンター）で、短
時間の機能訓練（運動、リハビリ等）が日帰りで
受けられます。

❷まごころ訪問事業
　市が養成した訪問サポーターが自宅を訪問し、
利用者が自力では困難な比較的軽度な生活援助
（掃除・買い物など）の支援を行います。
利用料　1回あたり200円

◆利用者負担のめやす（1回につき）
要支援 1・事業対象者 457 円～
要支援 2・事業対象者 468 円～
※送迎・入浴を含みます。
※食費、日常生活費は別途利用者負担となります。

◆利用者負担のめやす（1回につき）

2 時間以上 4時間未満（半日デイ） 381 円
4 時間以上（延長） 395 円

訪問型サービス（ホームヘルプ） 通所型サービス（デイサービス）

◆利用者負担のめやす（1回につき）

1 回あたり 308 円～

※回数は地域包括支援センターの作成するケアプラン
により決まります。

※上記の金額は、地域区分を加味し、1割負担をめやすとして計算しています。サービス内容により様々な加算が
あるため、実際の負担額が変わる場合があります。

開館時間 入苑料 休館日

火〜日曜日／9:00〜17:00
（入浴は10:00〜16:30）

60歳以上（市民）／100円
障がい者・小学生（市民）／100円
その他（市民）／200円
市外住民／300円

毎週月曜日及び毎月第３火曜日
祝祭日
年末年始(12/28〜1/4)

老人福祉センターナギの木苑　 ☎ 595-0513
　広々とした浴場のある高齢者の憩いの施設です。
　季節の行事や趣味サークルもあります。

対 象 者
40歳以上の春日市民

（要支援又は要介護認定を
 受けている方は除く）

開室時間 平日 8：30〜17：00
土曜 8：30〜12：00

休 室 日
日曜日・祝祭日・祝振替休日
年末年始（12/28〜1/4）
お盆（8/13〜8/15）

利用制限 1回あたり2時間／
1週間に3回まで

料　　金 65歳以上1回250円
64歳以下1回350円

いきいきルーム（いきいきプラザ3階）  ☎ 501-1162
　指導員が体力や症状に合わせて運動のアドバイスをします。
　会員登録が必要です。

教室名 強度 曜日 時間 対象者 料金

転ばん塾 最も弱い 木 10：00〜12：00 65歳以上
マットでの運動、床上動作ができない方 1回200円

おたっしゃ塾 火 10：00〜12：00 65歳以上
15分続けて歩くことができない方

脳力アップ教室 火 13：30〜15：00 70歳以上
30分続けて歩くことができない方

1回250円

転倒予防教室 木 9：30〜11：00 70歳以上
やや体力に自信のない方

筋力アップ教室 水 13：30〜15：00 60歳以上
体力アップ教室 水 9：30〜11：00 60歳以上
姿勢づくり教室 月 13：30〜15：00 60歳以上
男性体力アップ教室 中 土 9：30〜11：00 60歳以上の男性

60歳からの運動教室（会場：いきいきプラザ）  ☎ 501-1162
　体力に自信がなくなってきた方は教室に参加してみませんか？　1人では運動が続かない方や、運動初心者など、
毎年多くの方が運動を始めています。

※要介護の認定を受けている方は対象になりません。運動については担当のケアマネジャーにご相談ください。
　要支援の認定の方は転ばん塾・おたっしゃ塾に限り参加できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※転ばん塾・おたっしゃ塾は通年募集しています。その他の教室は3か月ごとに市報にて募集します。
※転ばん塾・おたっしゃ塾の送迎は、市が認めた方のみが対象です。（有料）

送迎あり

送迎あり

教室名 曜日 時間 対象者 料金
カラダすっきりトレーニング 水 13：30〜15：00

65歳以上
元気な方 1回250円

フレイル予防トレーニング 木
10：00〜11：30

企画教室 金
はつらつリズムエクササイズ 金 13：30〜15：00

元気高齢者の運動教室（会場：総合スポーツセンター）  ☎ 571-3234

※要支援または要介護認定を受けている方は除く
※3か月ごとに募集します。詳しくは市報をご覧ください。
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介護保険以外のサービス

高齢者福祉サービスなど

　地域包括支援センターまたは市高齢課へご連絡ください。
※介護保険料を滞納している場合、利用できないことがあります。
※福祉サービス申請の際には、高齢者・要援護者等台帳への登録をお願いします。

相談窓口
春日市北地域包括支援センター （桜ヶ丘4丁目23番地） ☎589-6227
春日市南地域包括支援センター （塚原台3丁目129番地） ☎595-8188
春日市東地域包括支援センター （宝町1丁目12番地7） ☎404-0310
春日市役所　地域共生部　高齢課　高齢者支援担当　☎584-1111（代表）

対象者に「緊急通報機器（見守りケータイ）」と「人感センサー」を貸与します。
「緊急通報機器（見守りケータイ）」は、簡単な操作で、体調が悪いときなどの緊急時にコールセンターに通
報したり、平常時に健康相談をしたりすることができます。
また、「人感センサー」は、24時間センサーが感知しない場合に安否確認を行います。
どちらも安否確認がとれない場合には、緊急連絡先への連絡や救急車の要請、警備員の駆けつけを行います。

対 象 者

内 容

①②のいずれかに該当する人
①在宅の高齢者などで、次の全てに該当する人
　●一人暮らし世帯など
　●発作性の疾患、または転倒などにより緊急対応の必要性が高い人
　●外出が困難な人
　●携帯電話を所持していない人または操作が困難な人
②85歳以上で、次の条件に該当する人
　●一人暮らし世帯
　●一人暮らしに準ずる世帯で見守りの必要がある人

利用料金

備 考
訪問調査（アセスメント）などを行い、サービスの必要性を判断した後、利用決定となります。担当のケア
マネジャーがいる人はケアマネジャーに、それ以外の人はお住まいの地区の担当包括支援センターに相談し
てください。

あんしんコール事業【緊急通報機器（見守りケータイ）＋人感センサーの貸与】1

介護保険料段階
第1～3段階
第4～13段階

利用者負担金（月額）
350円
700円

※機器の使用による通信料および機器破損・紛失の際の再設置費用は利用者の負担となります。
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　地域で暮らす高齢者の皆さんを介護、福祉、健康などのさまざまな面から総合的に支
える拠点として、地域包括支援センターを設置しています。
　保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門職が中心となって、できるだけ自立
した生活が送れるよう、支援します。

地域包括支援センター

地域包括支援センターを利用しましょう
1 地域包括支援センターは、地域のみなさんの安心を支えます

地域包括支援センター（3か所） 担当地区（自治会）

白水池、紅葉ヶ丘、松ヶ丘、惣利、塚原台、大土居、
天神山

上白水、下白水北、下白水南、泉、白水ヶ丘

春日市南地域包括支援センター
（社会福祉法人仁風会）

〒816-0841　塚原台3丁目129番地
電話：092-595-8188／FAX：092-595-6069

須玖南、弥生、小倉、昇町

春日原、春日原南、春日公園、春日、平田台

春日市東地域包括支援センター
（エフコープ生活協同組合）

〒816-0807　宝町1丁目12番地7
電話：092-404-0310／FAX：092-404-0225

宝町、千歳町、若葉台東、光町、若葉台西、ちくし台、
大谷、小倉東、大和町

岡本、桜ヶ丘、須玖北、日の出町、サン・ビオ

春日市北地域包括支援センター
（医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院）
〒816-0872　桜ヶ丘4丁目23番地

電話：092-589-6227／FAX：092-589-6228

　認知症または認知症の疑いのある人や、そのご家族を、医療・介護・福祉の専門職が
訪問し、必要に応じて認知症に関する情報提供、医療機関の受診・介護保険の説明・心
理的サポート、これからの生活についての助言などを行います。

3 認知症初期集中支援チームを設置しています

　認知症になっても住み慣れた地域で生活を続けることができるよう支援するため、医療機
関、介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担います。
　また、認知症の方やそのご家族からの相談を受け、支援します。

2 認知症地域支援推進員を配置しています

　介護の相談や悩み以外に
も、福祉や医療、その他な
んでもご相談ください。

総合相談

　要支援1・2と認定された人や、事業対象者と判
定された人が自立して生活できるよう、介護予防
の支援をします。

介護予防ケアマネジメント

　みなさんが安心して暮らせるように、みなさん
のさまざまな権利を守ります。成年後見制度の紹
介などの相談を受けます。

権利擁護

　暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関
とのネットワークづくりを行います。また、ケア
マネジャーの支援も行います。

包括的・継続的ケアマネジメント

悩みや相談ごとなど、お気軽にご相談ください！
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介護保険サービスの住宅改修費支給の限度額を超える改修が必要なときなどに、その費用の一部またはその
全部を30万円を限度に予算の範囲内で助成します。

対 象 者

内 容
本市の介護保険被保険者で要介護・要支援の認定を受けている在宅の高齢者で、生活保護世帯または生計中
心者の住民税及び所得税課税年額が非課税である世帯の人

備 考 住宅改造工事後の申請はできません。原則、一つの住宅につき
1回限りの助成です。

利用料金 助成上限額（30万円）を超えた費用は自己負担です。

高齢者等住宅改造費助成事業（福岡住みよか事業）6

成年後見制度において、一定の条件を満たす人に、審判にかかる
費用と選任された後見人などに対する報酬の費用を助成します。内 容
成年後見制度の審判にかかる費用と選任された後見人などに対す
る報酬の費用の負担が困難である人（要件あり）対 象 者

成年後見制度利用支援事業8

対 象 者
市内に居住し、住民票のある市民税非課税世帯の人で、以下の項目のいずれかに
該当する65歳以上の人
①寝具の衛生管理が困難な単身世帯の人
②病気などにより常時寝たきり状態またはこれに準じる状態にある人

内 容 居宅での介護において、寝具などの衛生を保持するため、寝具を預かり、洗濯を行います（同一年度に2回
まで）。

利用料金 ●掛け布団、敷き布団、毛布一組 …… 経費の10％（1,300円程度）
●掛け布団、マットレス、ベッドパッド、毛布一組 … 経費の10％（1,600円程度）

備 考 1回の洗濯に1週間程度かかります。替え布団あり（無料）

寝具洗濯サービス事業4

食事の買物や調理が困難な在宅で一人暮らしの高齢者などに、身体状況および介
護状況などに合わせ、食事（弁当）の提供を行います。

対 象 者

内 容
次の全てに当てはまる人
①春日市内に居住し、自宅で生活している人
②一人暮らし、またはこれに準ずる世帯の人
③心身の障害や傷病などの理由で食材の買物・調理などが困難な人
④介護保険段階が第1～3段階の人
⑤春日市の介護保険被保険者で、要支援または要介護認定を受けている人
⑥介護保険料の滞納がない人

利用料金 465円/食

備 考 最大1日2回（昼・夜）、訪問調査（アセスメント）などの後、サービスの必要性を判断し、利用を決定します。
治療食への対応はできません。

春日市配食サービス事業（令和8年1月申請受付分～）2

※給付対象上限額は、世帯内の生計
中心者収入状況などを介護保険料
段階にあてはめて決定します。

　上限額を超えた費用は自己負担と
なります。

対 象 者 本市の介護保険被保険者で、在宅で生活するひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯のうち、心身の障がいなど
により防火の配慮が必要な65歳以上の人

内 容 在宅のひとり暮らしの高齢者などで、火の不始末及び火災の危険が高い人に対し、自動消火器を給付します。

利用料金

備 考 訪問調査などの後、サービスの必要性を判断して利用の決定をします。

高齢者日常生活用具（自動消火器）給付事業3

世帯内の生計中心者の介護保険料段階 給付対象上限額
第1～3段階
第6～7段階

現物給付
15,000円

高齢者などが、認知症などにより行方不明になった場合に早期に対応し、身元が確認できるよう、本人の特
徴や写真、緊急連絡先などを登録します。登録者には、見守りオレンジシールを交付します。このシールは、
靴や杖など持ち物に貼る登録番号付の反射シールで、行方不明者の捜索や、登録番号も含めて情報発信し、
本人特定の手がかりとなります。

対 象 者

内 容

行方不明時は、家族の同意のもと、事前登録している情報を春日市LINE公式アカウント
で配信し、早期発見の支援を行います。備 考

認知症などにより行方不明になる可能性がある高齢者など

利用料金 利用料金の負担はありません。

認知症高齢者等事前登録制度7

対 象 者

次の①～⑦のすべての要件に該当する人
①原則、市内に居住している人（※1）　　⑤常時紙おむつが必要な身体状況の人
②本市の介護保険被保険者　　　　　　　⑥介護保険料の滞納がない人
③要介護認定を受けている人　　　　　　⑦生活保護を受けていない人
④自宅で生活している人（※2）　　　　　
※1　市外の住所地特例施設に居住している人なども対象となる場合があります。
※2　入院している人、介護老人福祉施設（特養）・介護老人保健施設（老健）・介護医療院に入所している

人は対象外です。

内 容
在宅で常時紙おむつが必要な人に、毎月指定事業者が紙おむつをご自宅ま
で直接配達します。紙おむつの購入代金の9割の費用を市が給付（負担）
します（ただし、給付対象上限額まで）。

介護用品（紙おむつ）給付サービス事業（市町村特別給付）5

※利用額の1割は自己負担です。給付
対象上限額を超えた費用も自己負担
となります。利用料金

介護保険料段階 給付対象上限額
第1～3段階
第4～13段階

8,000円/月
4,000円/月

3534
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権利擁護のためのサービス及び制度

認知症などの理由により財産の管理や各種契約行為などに不安がある高齢者に対し、関係機関と
ともに成年後見制度の利用やその他の適切な支援に繋げます。

成年後見制度の利用、人権侵害対応、相続、遺言、各種契約締結及び各種行政手続申請支援など
を実施する団体です。料金などについては、それぞれの団体にご確認ください。

権利擁護の相談窓口1

高齢者や障がい者などの人権を守るため、意思能力や生活状況に応じて成年後見制度や日常生活
自立支援事業（福祉あんしんサービス事業）などを活用し、財産管理や身上保護を中心とした権利
擁護サービスを提供します。

春日市社会福祉協議会「福祉あんしんセンター」2

金銭の管理など、日常生活に必要なことが一人では適切にできない高齢者などに代わり、手続きや
利用料の支払などの援助を行います。
①相談調整サービス（各種サービスの紹介、サービス利用の相談など）
②生活支援サービス（定期的に訪問し、サービス利用の援助を行う）
③金銭管理サービス（預貯金の出し入れ、公共料金の支払いなど）
④保管サービス（通帳・印鑑などを金融機関の貸金庫に保管する）

内 容

市内居住のおおむね65歳以上の人で、日常生活が自分の判断できちんと行うことが難しいが、サ
ービス利用の契約や援助の内容について理解できる人対 象 者
1回：1,000円（生活保護受給者は1回500円）
保管サービス（貸し金庫）　月額：500円利用料金

春日市社会福祉協議会「福祉あんしんセンター」 　春日市昇町3-101
TEL 581-7225  　FAX 581-7258連絡先

権利擁護総合相談窓口（春日市昇町3-101　春日市社会福祉協議会内）
TEL 201-8977連絡先

認知症などにより意思決定が困難な人の判断能力を補うため、春日市社会福祉協議会が成年後見人、
保佐人または補助人となることにより支援します。内 容

市内に居住し、他に適切な法定成年後見などを得られない人、かつ次のいずれかに該当する人
①福祉あんしんサービス事業の利用者などであって、福祉あんしんサービス事業では対応が困難で
ある事項が生じた人

②春日市社会福祉協議会が法人後見などを担うことが適切であると判断される人　
対 象 者

・ 後見業務などの報酬
・ センター職員の移動に係る交通費その他後見業務などのうち、様々な処理をするために行う事業
者への委託に係る費用

費 用

（1）福祉あんしんサービス事業

（1）春日市権利擁護総合相談

（2）専門職団体（三士会）

介護をしている人の相談

認知症や高齢者の人を介護している家族が、介護に関する悩みや相談をお互いに話し合い、情報交
換を行いながら活動しています。内 容

家族を介護している市内在住の人対 象 者
春日市社会福祉協議会　TEL 581-7225　春日市昇町3-101連 絡 先

春日市介護を考える家族の会「ひだまりの会」

若年性認知症に関する相談

若年性認知症支援コーディネーターが、本人や家族からの相談を受付け、医療・福祉・就労などに関
する支援機関の紹介や、必要な情報提供を行います。内 容

若年性認知症の人やその家族対 象 者
TEL 0930-26-2370　行橋市大字金屋649-1（高齢者自立支援センター内）
※月～金曜日　10時～16時（お盆、年末年始を除く）面談は要予約。連 絡 先

１　福岡県若年性認知症サポートセンター

厚生労働省が開設した若年性認知症の相談窓口です。専門相談員が若年性認知症に関する相談を受
付けています。内 容

若年性認知症の人やその家族等対 象 者
TEL 0800-100-2707
※月～土曜日　10時～15時　ただし水曜日は10時～19時（祝日、年末年始を除く）
ホームページ https://y-ninchisyotel.net/

連 絡 先

２　若年性認知症コールセンター

（2）法人成年後見事業

判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定
めた法定後見人（成年後見人、保佐人、補助人）による財産管理、身上保護（施設入所のための契約、
日常生活上の契約など）のさまざまな援助を受けられます。

対 象 者

内 容

申立てから審判までは通常数ヶ月かかります。
成年後見人などはその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けること
になります。

備 考

本人、配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に申立てを行うことができます。
（申立てをする人がいない場合は、市長が申立てを行う場合があります）申立て人

認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人
「補助」……判断能力が不十分な人　「保佐」……判断能力が著しく不十分な人
「後見」……判断能力が全くない人

費 用 後見業務などの報酬は家庭裁判所が決定します。

相 談 先 福岡家庭裁判所　後見センター　TEL 981-9606　福岡市中央区六本松4-2-4

成年後見制度3

対 象 者 現在は認知能力に問題ないが将来に備えたい人

申立て人 本人

相 談 先 筑紫公証役場　TEL 925-9755　太宰府市都府楼南5-5-13

判断能力が不十分になった時に備えて、自分が信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでお
き、将来契約内容に応じた支援を受けられる制度です。契約内容は本人の希望に応じて設定できま
す（財産管理、サービスの選択、施設入所契約など）。

内 容

本人の判断能力が十分でなくなった時には、本人や任意後見受任者が家庭裁判所に申立てをし、家
庭裁判所が任意後見監督人を決定します。備 考

任意後見制度4実施団体 名　称 連絡先

福岡県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター
「あいゆう」

〒810-0044
福岡市中央区六本松4丁目2-5
TEL（FAX共通）724－7709　

福岡県司法書士会 公益社団法人　成年後見センター
「リーガルサポートふくおか」

〒810-0073　
福岡市中央区舞鶴3-2-23
TEL 738－7050

福岡県社会福祉士会 成年後見センター
「ぱあとなあ福岡」

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-9-12-5F
TEL 483－2944　FAX 483－3037

3736
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筑紫医師会の「ものわすれ相談事業」
～認知症の早期発見・早期治療に向けて～

　「ものわすれや認知症についての不安は、どこに相談すればよいのか？」とお悩みの方も多いことと思います。
　筑紫医師会では、認知症の早期発見と早期治療で重症化を予防するために筑紫地区五市（春日市・筑紫野市・
大野城市・太宰府市・那珂川市）の高齢者支援の担当課と協力して、「ものわすれ相談事業」に取り組んでいます。
　相談医の講習を受けた「ものわすれ相談医」が認知症患者やその疑いのある人、また、その家族の悩みを
聞き、適切な認知症診断と治療につなげることができる体制を整えています。
　気になる時は、かかりつけ医または、下記のものわすれ相談医にご相談ください。
　なお、下記の病院の情報は変更になる場合があります。詳しくは筑紫医師会（☎923-1331）にお問い合
わせください。

認知症について

相談する際のポイント
●普段の様子を知っている人が付き添う。
●｢認知症ではないかと思うエピソードと時期」を紙に書いてまとめておく。
●告知の方法について、本人と家族で話し合い、希望を決めておく。
●受診を拒否する場合は、家族だけが先に受診し、医師と相談する。

認知症は誰にでも起こる可能性のある脳の病気です。

早期発見、早期の受診・診断が大切です。

認知症には、様々な原因があります

こんな症状ありませんか？ ※（公社）認知症の人と家族の会作成「家族がつくった

●もの忘れがひどい
□今切ったばかりなのに、電話の相手の名前
を忘れる
□同じことを何度も言う・問う・する
□しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物
をしている
□財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑
う
●判断・理解力が衰える
□料理・片付け・計算・運転などのミスが多
くなった
□新しいことが覚えられない
□話のつじつまが合わない
□テレビの番組の内容が理解できなくなった
●時間・場所がわからない
□約束の日時や場所を間違えるようになった
□慣れた道でも迷うことがある

●人柄が変わる
□些細なことで怒りっぽくなった
□周りへの気づかいがなくなり頑固になった
□自分の失敗を人のせいにする
□「このごろ様子がおかしい」と周囲から言わ
れた
●不安が強い
□ひとりになると怖がったりさびしがったり
する
□外出時、持ち物を何度も確かめる
□「頭が変になった」と本人が訴える
●意欲がなくなる
□下着を変えず、身だしなみを構わなくなっ
た
□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなく
なった
□ふさぎ込んで何をするのもおっくうがる

日常生活で上記のような症状が現れ、以前の状態と変化があるようなら、
医療機関（P39）や地域包括支援センター（P32）に相談しましょう。

※若年性認知症に関する相談窓口は、P37をご覧ください。

3938

脳血管疾性認知症 アルツハイマー型認知症 レビー小体型認知症

原因
脳梗塞・脳出血を起こし
た部分の脳細胞の死滅・
減少により起こる。

異常なタンパク質の増加
で神経細胞が変性し、脳
が萎縮して起こる。

正体不明の異常なタンパ
ク質が脳神経内にたまる
ことで起こる。

発症と経過 急に発症し、段階的に進
行する。

ゆるやかに発症し、徐々
に進行する。

ゆるやかに進行するが、
経過が早いこともある。

病院名（医師名） 電　話 住　所
池田脳神経外科（池田　耕一） ☎589-0150 春日市小倉1-1
いなば心療クリニック（稻葉　隆繕） ☎583-7011 春日市春日原東町3-38セレザビル2F
おかもと内科医院（岡本　省吾） ☎595-6608 春日市春日9-2
たけの内科クリニック（竹野　文洋） ☎593-0500 春日市春日原北町3-63-1
馬場内科クリニック（馬場　裕生） ☎558-3158 春日市須玖南3-87
樋口病院（松村　順） ☎572-0343 春日市紅葉ヶ丘東1-86
みぎた消化器内科（右田　良克） ☎589-7500 春日市惣利2-54
平塚整形外科医院（平塚　俊哉） ☎581-7229 春日市小倉7-8

ものわすれ相談医

病院名 電　話 住　所
いなば心療クリニック ☎583-7011 春日市春日原東町3-38セレザビル2F
おおりん病院 ☎581-1445 大野城市中央1-13-8
乙金病院 ☎503-7070 大野城市乙金東4-12-1
ゆう心と体のクリニック ☎584-1501 大野城市白木原1-7-5-3F
くすの木クリニック ☎921-8333 太宰府市通古賀3-11-11サンシティ第2ビル2F
太宰府病院 ☎922-3137 太宰府市五条3-8-1
筑紫野病院 ☎926-2292 筑紫野市大字天山37
牧病院 ☎922-2857 筑紫野市永岡976-1

心理行動症状治療をサポートする専門治療施設（混乱や徘徊などの心理行動症状の治療をサポート）

病院名 電　話 住　所
池田脳神経外科 ☎589-0150 春日市小倉1-1
陣の内脳神経外科クリニック ☎582-3232 春日市春日原北町3-63-1F
福岡徳洲会病院 ☎573-6622 春日市須玖北4-5
原病院 ☎581-1631 大野城市白木原5-1-15
済生会二日市病院 ☎923-1551 筑紫野市湯町3-13-1
福岡大学筑紫病院 ☎921-1011 筑紫野市俗明院1-1-1
牧病院 ☎922-2853 筑紫野市永岡976-1
ごう脳神経外科クリニック ☎951-5219 那珂川市山田1150-1
吉田クリニック ☎985-9730 那珂川市中原4-53-2

診断をサポートする高度MRI所有施設

病院名 電　話 住　所
池田脳神経外科（認知症サポート医） ☎589-0150 春日市小倉1-1
いなば心療クリニック（認知症サポート医） ☎583-7011 春日市春日原東町3-38セレザビル2F
おおりん病院（認知症サポート医） ☎581-1445 大野城市中央1-13-8
原病院（認知症サポート医） ☎581-1631 大野城市白木原5-1-15
ゆう心と体のクリニック（認知症サポート医） ☎584-1501 大野城市白木原1-7-5-3F
くすの木クリニック（認知症サポート医） ☎921-8333 太宰府市通古賀3-11-11サンシティ第2ビル2F
太宰府病院（認知症サポート医） ☎922-3137 太宰府市五条3-8-1
筑紫野病院（認知症サポート医） ☎926-2292 筑紫野市大字天山37
牧病院（福岡県認知症医療センター・認知症サポート医） ☎922-2857 筑紫野市永岡976-1
ごう脳神経外科クリニック（認知症サポート医） ☎951-5219 那珂川市山田1150-1

認知症サポート医・認知症センター（詳細診断と心理行動症状の治療をサポートする施設）

令和8年4月1日現在
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春　日　市

春日市の介護保険と高齢者サービス

お
問
い
合
わ
せ

　介護施設等に入所し、施設の所在地に住所変更した場合は、入所前に居住していた市が保険者となり
ます。（住所地特例制度）
　このため、春日市から市外の住所地特例施設に入所した場合、引き続き、春日市の被保険者として要
介護認定や介護給付を受けることになります。

高齢課（6番窓口）での手続き持ってくるもの

申請者（届出者）の本人確認書類（マイナンバーカード等）
介護保険被保険者証（原本）

介護サービスが
必要なとき

●被保険者本人のマイナンバーが
　確認できるもの
　（医療保険の加入状況の確認ができない場合
は「資格確認書」等の提出ををお願いする場
合があります）
●主治医の医療機関名と氏名を控えたもの
　（申請書に主治医記入欄があります）

要介護（要支援）認定の新規申請をして
ください。
要介護認定中の方は、認定有効期間終
了日の60日前から更新申請できます。
窓口申請が難しい場合は、地域包括支援セン
ターに提出代行してもらうことができます。
お住まいの地区の担当地域包括支援セン
ター（P32参照）に連絡してください。

資格喪失の手続き（相続人代表者指定
の届）をしてください。
介護保険料の精算手続き（還付口座の
設定）をしてください。

要介護認定中の方は、受給資格証明書
を受け取り、14日以内に転出先の市町
村に提出してください。

●交付されたもの
　（介護保険負担割合証など）
●死亡された方のマイナンバーがわかるもの
●相続人代表者の口座を控えたもの
●戸籍謄本など相続人代表者と
　死亡された方の続柄がわかるもの
　（同世帯の場合は不要です）

●被保険者本人のマイナンバーが
　確認できるもの
●交付されたもの
　（介護保険負担割合証など）

死亡したとき

他の市町村へ
転出するとき

春日市役所　高齢課（6番窓口）
〒816-8501　春日市原町3丁目1番地5
☎092（584）1111　　　 FAX 092（584）3090

ウェブサイト https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/

春日市東地域包括支援センター（エフコープ生活協同組合）
〒816-0807　春日市宝町1丁目12番地7
☎092（404）0310　　　 FAX 092（404）0225

春日市南地域包括支援センター（社会福祉法人仁風会）
〒816-0841　春日市塚原台3丁目129番地
☎092（595）8188　　　 FAX 092（595）6069

春日市北地域包括支援センター（医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院）
〒816-0872　春日市桜ヶ丘4丁目23番地
☎092（589）6227　　　 FAX 092（589）6228

市外の介護施設等に入所し住所を変更した場合は？

共通

いつまでも　このまち
　この家で

いきいきと　暮らすために




